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全
国
市
議
会
議
長
会
（
会
長
�

五
本
幸
正
・
富
山
市
議
会
議
長
）

は
７
月
１５
日
、
東
京
・
全
国
都
市

会
館
で
理
事
会
を
開
催
。
副
会
長

２
人
、
部
会
長
４
人
の
役
員
補
欠

選
任
を
行
う
と
と
も
に
、
５
月
の

定
期
総
会
で
議
決
さ
れ
た
２６
件
の

要
望
事
項
を
所
管
の
委
員
会
に
そ

れ
ぞ
れ
付
託
し
た
。

五
本
会
長
は
会
議
冒
頭
、
政
府

の
地
方
分
権
改
革
推
進
委
員
会
が

こ
の
秋
に
も
ま
と
め
る
第
３
次
勧

告
に
つ
い
て
、
柱
と
な
る
地
方
税

財
政
改
革
に
「
地
方
の
意
見
が
十

分
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
が
何
よ
り

も
重
要
」
と
の
考
え
を
示
し
、
要

望
実
現
に
向
け
、
政
府
・
国
会
に

対
し
強
く
訴
え
て
い
く
決
意
を
述

べ
た
。

ま
た
、
市
議
会
議
員
年
金
の
厳

し
い
財
政
状
況
を
打
開
す
る
た
め

「
今
後
と
も
全
国
の
市
議
会
が
一

致
団
結
し
、
こ
れ
ま
で
に
も
増
し

て
強
力
に
要
望
活
動
を
展
開
し
て

い
く
こ
と
が
必
要
」
と
訴
え
、
理

事
に
対
し
協
力
を
求
め
た
。

会
議
で
は
、
各
委
員
会
へ
の
付

託
事
項
と
し
て
、
会
長
提
出
の

「
地
方
分
権
改
革
の
推
進
」
「
地

方
税
財
源
の
充
実
強
化
」
に
関
す

る
決
議
２
件
と
、
各
部
会
提
出
の

「
新
た
な
過
疎
対
策
法
の
制
定
」

「
地
域
医
療
体
制
の
充
実
確
保
」

「
雇
用
対
策
の
拡
充
」
な
ど
を
求

め
る
２４
件
の
要
望
事
項
の
取
り
扱

い
に
つ
い
て
協
議
。
地
方
行
政
な

ど
５
委
員
会
に
そ
れ
ぞ
れ
付
託
し

た
�
付
託
事
項
は
２
面
に
掲
載
。

各
委
員
長
か
ら
は
、
こ
れ
ら
の

付
託
事
項
等
を
要
望
書
に
盛
り
込

み
、
２２
年
度
政
府
予
算
編
成
に
向

け
関
係
方
面
に
実
行
運
動
を
行
う

旨
の
活
動
方
針
が
述
べ
ら
れ
た
。

こ
の
ほ
か
、
議
長
交
代
に
よ
り

欠
員
と
な
っ
て
い
た
副
会
長
２

人
、
部
会
長
４
人
の
役
員
補
欠
選

任
を
行
っ
た
。
副
会
長
兼
北
信
越

部
会
長
に
松
山
俊
弘
・
福
井
市
議

会
議
長
、
同
じ
く
副
会
長
に
今
井

昭
男
・
宇
都
宮
市
議
会
議
長
、
東

北
部
会
長
に
佐
藤
栄
一
・
盛
岡
市

議
会
議
長
、
関
東
部
会
長
に
中
島

資
浩
・
前
橋
市
議
会
議
長
、
四
国

部
会
長
に
佐
々
木
健
三
・
徳
島
市

議
会
議
長
が
就
任
し
た
。

当
日
は
、
総
務
省
の
久
元
喜
造

・
自
治
行
政
局
長
が
「
当
面
の
地

方
行
政
の
諸
課
題
」
に
つ
い
て
講

演
。
第
２９
次
地
方
制
度
調
査
会
が

ま
と
め
た
答
申
や
、
住
民
基
本
台

帳
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

概
要
な
ど
を
説
明
し
た
。

本
会
の
地
方
分
権
改
革
・
道
州

制
調
査
特
別
委
員
会
が
７
月
１５

日
、
平
成
２１
年
度
の
初
会
議
を
開

催
。
委
員
長
に
佐
々
木
健
五
・
北

九
州
市
議
会
議
長
を
選
任
し
た
ほ

か
、
副
委
員
長
に
大
館
恒
夫
・
八

戸
市
議
会
議
長
、
加
賀
谷
正
美
・

秋
田
市
議
会
議
長
、
蒲
建
一
・
高

山
市
議
会
議
長
を
選
任
し
た
。

同
委
員
会
は
平
成
１９
年
度
に
設

置
さ
れ
た
機
関
。
内
閣
府
に
置
か

れ
て
い
る
地
方
分
権
改
革
推
進
委

員
会
等
に
、
本
会
の
意
見
を
反
映

さ
せ
る
た
め
活
動
し
て
い
る
。
政

府
の
分
権
委
は
今
秋
に
も
、
第
３

次
勧
告
を
行
う
予
定
と
し
て
お

り
、
ま
さ
に
２１
年
度
は
正
念
場
の

年
と
な
る
。

分
権
委
の
勧
告
を
受
け
、
政
府

は
「
地
方
分
権
改
革
推
進
計
画
」

を
作
成
。
こ
の
計
画
に
基
づ
き
、

２２
年
１
月
に
幕
を
開
け
る
通
常
国

会
へ
分
権
一
括
法
案
を
提
出
す
る

予
定
と
し
て
い
る
た
め
、
本
会
と

し
て
も
政
府
の
分
権
委
に
対
し
、

精
力
的
に
地
方
の
声
を
届
け
て
い

く
必
要
が
あ
る
。

本
会
の
特
別
委
員
会
で
は
、
政

府
の
分
権
委
の
動
向
や
、
地
方
分

権
改
革
を
巡
る
政
府
・
国
会
な
ど

の
状
況
に
注
視
し
な
が
ら
、
必
要

に
応
じ
委
員
会
ま
た
は
正
副
委
員

長
会
議
な
ど
を
開
催
し
、
真
に
地

方
が
望
む
地
方
分
権
改
革
の
実
現

を
目
指
し
て
い
く
。

【
２１
年
度
の
委
員
】

▽
委
員
長
�
北
九
州
市

▽
副
委
員
長
�
八
戸
市
、
秋
田

市
、
高
山
市

▽
委
員
�
釧
路
市
、
苫
小
牧
市
、

滝
川
市
、
盛
岡
市
、
二
本
松
市
、

福
井
市
、
鯖
江
市
、
飯
田
市
、
羽

村
市
、
前
橋
市
、
富
士
市
、
牧
之

原
市
、
豊
橋
市
、
高
槻
市
、
寝
屋

川
市
、
摂
津
市
、
高
石
市
、
神
戸

市
、
松
江
市
、
岩
国
市
、
徳
島
市
、

丸
亀
市
、
大
洲
市
、
鳥
栖
市
、
大

分
市

（昭和３６年１２月２０日第三種郵便物認可）
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本
会
総
会
で
議
決
の
要
望
２６
件

理理
事事
会会
開開
きき
委委
員員
会会
にに
付付
託託

２１
年
度
特
別
委
が
始
動

委
員
長
に
佐
々
木
・
北
九
州
市
議
長

第1731号

あいさつする五本会長

佐々木健五・新委員長
（北九州市議会議長）

会
議
出
席
の
理
事

（１） 平成２１年７月２５日 第１７３１号
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前
号
に
続
き
、
本
会
が
平
成
２０
年
１２
月
３１
日
現
在
の
全
国
８
０
６

市
（
東
京
都
２３
区
を
含
む
）
を
対
象
に
実
施
し
た
「
市
議
会
の
活
動

に
関
す
る
実
態
調
査
結
果
」
の
概
要
を
掲
載
し
ま
す
。

調
査
結
果
１
０
０
ペ
ー
ジ
に
掲

載
し
て
い
る
「
議
長
の
委
員
選
任

権
」
に
つ
い
て
。
こ
の
項
目
で
は

「
委
員
会
条
例
に
お
け
る
議
長
の

各
委
員
選
任
権
の
規
定
状
況
」
を

調
査
し
た
�
表
１
。

「
議
長
の
各
委
員
選
任
権
」
と

は
、
平
成
１８
年
の
地
方
自
治
法
改

正
に
伴
い
認
め
ら
れ
た
措
置
。
同

法
第
１
０
９
条
第
３
項
に
「
（
前

略
）
閉
会
中
に
お
い
て
は
、
議
長

が
、
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
常
任
委
員
を
選
任
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
」
と
す
る
規
定
が
盛

り
込
ま
れ
た
た
め
、
閉
会
中
で
も

議
長
に
よ
る
常
任
委
員
の
選
任
が

可
能
と
な
っ
た
。

従
来
、
常
任
委
員
は
会
期
が
始

ま
っ
て
か
ら
「
議
会
で
選
任
」
と

さ
れ
て
い
た
。
閉
会
中
の
補
欠
選

挙
で
議
員
と
な
っ
た
者
は
、
当
選

後
た
だ
ち
に
委
員
会
活
動
へ
参
加

す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
っ
た
。

閉
会
中
に
常
任
委
員
を
選
任
す

る
た
め
に
は
、
条
例
で
の
規
定
が

必
須
。
そ
こ
で
平
成
２０
年
１２
月
３１

日
現
在
で
の
規
定
状
況
の
内
訳
を

み
て
み
た
。
す
る
と
、
「
常
任
委

員
の
選
任
権
規
定
あ
り
」
が
６
１

５
市
（
７６
・
３
％
）
、
「
特
別
委

員
の
選
任
権
規
定
あ
り
」
は
６
０

８
市
（
７５
・
４
％
）、「
議
会
運
営

委
員
の
選
任
権
規
定
あ
り
」
は
６

０
５
市（
７５
・
１
％
）と
な
っ
た
。

な
お
、
本
会
調
査
で
は
「
閉
会

中
」
と
関
連
し
「
開
会
中
」
の
規

定
状
況
も
調
査
し
た
。そ
の
結

果
、「
常
任
委
員
の
選
任
権
規
定

あ
り
」
は
３
９
３
市
（
４８
・
８

％
）
、
「
特
別
委
員
の
選
任
権
規

定
あ
り
」
も
３
９
３
市
（
４８
・
８

％
）
、
「
議
会
運
営
委
員
の
選
任

権
規
定
あ
り
」
は
３
９
１
市
（
４８

・
５
％
）
と
な
っ
た
。

続
い
て
調
査
結
果
１
０
１
ペ
ー

ジ
掲
載
の
「
地
方
自
治
法
第
１
０

０
条
第
１２
項
に
よ
る
『
協
議
等
の

場
』
の
規
定
及
び
設
置
状
況
」
に

つ
い
て
�
表
２
。

２０
年
の
自
治
法
改
正
で
、
同
法

第
１
０
０
条
第
１２
項
に
「
議
会

は
、
会
議
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
議
案
の
審
査
又
は
議
会

の
運
営
に
関
し
協
議
又
は
調
整
を

行
う
た
め
の
場
を
設
け
る
こ
と
が

で
き
る
。
」
と
す
る
規
定
が
盛
り

込
ま
れ
た
。
よ
っ
て
、
「
全
員
協

議
会
」
等
を
会
議
規
則
に
明
記
す

る
な
ど
の
措
置
を
講
じ
れ
ば
、
正

規
の
議
会
活
動
と
な
る
。

２０
年
１２
月
末
現
在
の
状
況
を
み

て
み
る
と
、
「
協
議
等
の
場
を
会

議
規
則
に
規
定
し
た
」
の
は
２
７

１
市
（
３３
・
６
％
）
、
「
協
議
等

の
場
を
、
臨
時
に
議
会
の
議
決
で

設
置
し
た
」
の
は
４０
市
（
５
・
０

％
）
と
な
っ
た
。

【
地
方
行
政
委
員
会
】

�
地
方
分
権
改
革
の
推
進

�
新
た
な
総
合
的
過
疎
対
策

�
新
た
な
過
疎
対
策
法
の
制
定

�
北
方
領
土
問
題
の
早
期
解
決
と

隣
接
地
域
の
振
興
対
策

【
地
方
財
政
委
員
会
】

�
地
方
税
財
源
の
充
実
強
化

�
地
方
税
法
に
基
づ
く
還
付
加
算

金
の
割
合
（
率
）
の
引
き
下
げ

【
社
会
文
教
委
員
会
】

�
地
域
医
療
体
制
の
充
実
確
保

�
地
域
医
療
体
制
の
充
実
強
化

�
医
療
体
制
の
充
実

�
妊
婦
健
診
に
対
す
る
国
庫
補
助

の
継
続

�
地
域
医
療
体
制
の
充
実

�
少
子
化
対
策
と
し
て
の
財
政
支

援
拡
充
に
つ
い
て

�
児
童
扶
養
手
当
の
対
象
拡
大

�
教
育
予
算
の
拡
充
及
び
学
級
編

制
基
準
の
見
直
し

	
雇
用
対
策
の
拡
充



緊
急
雇
用
対
策

�
水
道
施
設
の
耐
震
化
事
業
に
係

る
補
助
制
度
拡
充

【
産
業
経
済
委
員
会
】

�
「
食
の
安
全
」
の
確
保
及
び
消

費
者
・
生
活
者
の
視
点
に
立
っ

た
行
政
の
確
立

�
日
本
の
農
業
再
生

【
建
設
運
輸
委
員
会
】

�
北
海
道
新
幹
線
の
建
設
促
進

�
北
陸
新
幹
線
の
建
設
促
進

�
道
路
交
通
網
の
整
備
促
進

�
四
国
東
南
部
地
域
の
道
路
整
備

�
九
州
に
お
け
る
高
速
交
通
網
の

整
備
充
実

�
港
湾
の
整
備
促
進
及
び
機
能
強

化
�
安
定
的
な
下
水
道
事
業
の
経
営

持
続

市市
議議
会会
活活
動動
のの
実実
態態
③終

議
長
の
委
員
選
任
権
の
状
況
な

ど

５
委
員
会
へ
の
付
託
事
項

〈表１〉委員会条例における議長の各委員選任権の規定状況
（平成２０年１２月３１日現在、８０６市、設問別）

開会中にお
ける議会運
営委員の選
任権の規定
あり

１２３市
４９．０％

１３９市
５１．１％

７５市
４７．５％

２０市
４７．６％

１８市
６２．１％

１０市
４７．６％

３市
１８．８％

３市
１７．６％

３９１市
４８．５％

閉会中にお
ける議会運
営委員の選
任権の規定
あり

１７５市
６９．７％

２０３市
７４．６％

１２０市
７５．９％

３３市
７８．６％

２６市
８９．７％

１９市
９０．５％

１４市
８７．５％

１５市
８８．２％

６０５市
７５．１％

開会中に
おける特
別委員の
選任権の
規定あり

１２４市
４９．４

１４０市
５１．５％

７６市
４８．１％

２０市
４７．６％

１８市
６２．１％

１０市
４７．６％

１市
６．３％

４市
２３．５％

３９３市
４８．８％

閉会中に
おける特
別委員の
選任権の
規定あり

１７６市
７０．１％

２０４市
７５．０％

１２１市
７６．６％

３３市
７８．６％

２６市
８９．７％

１９市
９０．５％

１３市
８１．３％

１６市
９４．１％

６０８市
７５．４％

開会中に
おける常
任委員の
選任権の
規定あり

１２４市
４９．４％

１４０市
５１．５％

７６市
４８．１％

２０市
４７．６％

１８市
６２．１％

１０市
４７．６％

１市
６．３％

４市
２３．５％

３９３市
４８．８％

閉会中に
おける常
任委員の
選任権の
規定あり

１７９市
７１．３％

２０６市
７５．７％

１２３市
７７．８％

３３市
７８．６％

２６市
８９．７％

１９市
９０．５％

１３市
８１．３％

１６市
９４．１％

６１５市
７６．３％

人口段階

５万未満
（２５１市）

５～１０万
（２７２市）

１０～２０万
（１５８市）

２０～３０万
（４２市）

３０～４０万
（２９市）

４０～５０万
（２１市）

５０万以上
（１６市）

指定都市
（１７市）

全市
（８０６市）

〈表２〉地方自治法第１００条第１２項による
「協議等の場」の規定及び設置状況
（平成２０年１２月３１日現在、８０６市、設問別）

「協議等の場」を、
臨時に議会の議
決で設置した

１９市
７．６％

１６市
５．９％

４市
２．５％

０市
０．０％

０市
０．０％

１市
４．８％

０市
０．０％

０市
０．０％

４０市
５．０％

「協議等の場」を、
会議規則に規定
した

８４市
３３．５％

９４市
３４．６％

５５市
３４．８％

１３市
３１．０％

１１市
３７．９％

１０市
４７．６％

３市
１８．８％

１市
５．９％

２７１市
３３．６％

人口段階

５万未満
（２５１市）

５～１０万
（２７２市）

１０～２０万
（１５８市）

２０～３０万
（４２市）

３０～４０万
（２９市）

４０～５０万
（２１市）

５０万以上
（１６市）

指定都市
（１７市）

全市
（８０６市）

第１７３１号 平成２１年７月２５日 （２）（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報
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▼
議
長

▽
平
塚

金
子
修
一（
５
・
１９
）

▽
矢
板

渡
邉
孝
一（
５
・
１９
）

▽
北
本

高
橋
節
子（
５
・
１９
）

▽
名
古
屋

吉
田
隆
一（
５
・
１９
）

▽
熊
野

前
田
桂
之
助（
５
・
１９
）

▽
岐
阜

林

政
安（
５
・
１９
）

▽
中
津
川

中
西
康
浩（
５
・
１９
）

▽
枚
方

榎
本
正
勝（
５
・
１９
）

▽
寝
屋
川
野
々
下
重
夫（
５
・
１９
）

▽
門
真

寺
前

章（
５
・
１９
）

▽
京
都

繁

�
夫（
５
・
１９
）

▽
伊
丹

岡
本
�
行（
５
・
１９
）

▽
大
館

石
田
雅
男（
５
・
２０
）

▽
福
島

大
越
明
夫（
５
・
２０
）

▽
藤
沢

山
口
幸
雄（
５
・
２０
）

▽
相
模
原

岸
浪
孝
志（
５
・
２０
）

▽
牛
久

根
本
洋
治（
５
・
２０
）

▽
飯
能

加
涌
弘
貴（
５
・
２０
）

▽
西
尾

山
田
慶
勝（
５
・
２０
）

▽
豊
中

飯
田
武
丸（
５
・
２０
）

▽
池
田

吉
本
光
夫（
５
・
２０
）

▽
高
槻

源
久
忠
仁（
５
・
２０
）

▽
守
口

上
田

敦（
５
・
２０
）

▽
八
尾

垣
内
博
美（
５
・
２０
）

▽
荒
尾

島
田

稔（
５
・
２０
）

▽
札
幌

福
士

勝（
５
・
２１
）

▽
新
潟

志
田
常
佳（
５
・
２１
）

▽
世
田
谷

川
上
和
彦（
５
・
２１
）

▽
真
岡

白
滝

裕（
５
・
２１
）

▽
伊
勢
崎

須
永
武
久（
５
・
２１
）

▽
堺

星
原
卓
次（
５
・
２１
）

▽
泉
佐
野

戸
野

茂（
５
・
２１
）

▽
高
石

北
山

保（
５
・
２１
）

▽
福
知
山

松
本
良
彦（
５
・
２１
）

▽
宇
治

松
峯

茂（
５
・
２１
）

▽
宝
塚

村
上
正
明（
５
・
２１
）

▽
宇
部

広
重
市
郎（
５
・
２１
）

▽
坂
出

藤
川

亘（
５
・
２１
）

▽
千
代
田
桜
井
た
だ
し（
５
・
２２
）

▽
貝
塚

新
川
節
雄（
５
・
２２
）

▽
藤
井
寺

清
久

功（
５
・
２２
）

▽
新
宿
深
沢
と
し
さ
だ（
５
・
２５
）

▽
浜
松

�
林
一
文（
５
・
２５
）

▽
田
辺

宮
田
政
敏（
５
・
２５
）

▽
筑
紫
野

松
原
静
雄（
５
・
２５
）

▽
東
大
和

粕
谷
洋
右（
５
・
２６
）

▽
江
東

堀
川
幸
志（
５
・
２６
）

▽
目
黒

今
井
れ
い
子（
５
・
２６
）

▽
北

平
田
雅
夫（
５
・
２６
）

▽
江
戸
川

須
賀
精
二（
５
・
２６
）

▽
善
通
寺
我
部
山
耕
造（
５
・
２６
）

▽
墨
田

坂
下

修（
５
・
２８
）

▽
品
川

本
多
健
信（
５
・
２８
）

▽
大
津

武
田
平
吾（
５
・
２８
）

▽
中
央

石
島
秀
起（
５
・
２９
）

▽
渋
谷

松
岡
定
俊（
５
・
２９
）

▽
杉
並

富
本

卓（
５
・
２９
）

▽
足
立

鴨
下

稔（
５
・
２９
）

▽
横
浜

川
口
正
寿（
５
・
２９
）

▽
小
田
原

志
澤

清（
５
・
２９
）

▽
春
日
部

河
井
美
久（
５
・
２９
）

▽
越
谷

野
口
佳
司（
５
・
２９
）

▽
�
田

山
�
享
一（
５
・
２９
）

▽
栗
東

太
田
利
貞（
５
・
２９
）

▽
橋
本

中
西
峰
雄（
５
・
２９
）

▽
大
牟
田

西
山
照
清（
５
・
２９
）

▽
東
村
山

川
上
隆
之（
５
・
３０
）

▽
調
布

大
須
賀
浩
裕（
６
・
１
）

▽
知
多

竹
内
司
郎（
６
・
１
）

▽
本
庄

堀
口
勝
司（
６
・
２
）

▽
深
谷

�
田
博
之（
６
・
２
）

▽
吹
田

山
本

力（
６
・
２
）

▽
加
西

後
藤
千
明（
６
・
２
）

▽
大
阪

舟
戸
良
裕（
６
・
３
）

▽
喜
多
方
東
條
貞
一
郎（
６
・
４
）

▽
清
瀬

友
野
ひ
ろ
子（
６
・
４
）

▽
鎌
ケ
谷池

ヶ
谷
富
士
夫（
６
・
４
）

▽
富
里

杉
山
治
男（
６
・
４
）

▽
西
予

大
竹
忠
盛（
６
・
４
）

▽
日
置

成
田

浩（
６
・
４
）

▽
武
蔵
野

島
崎
義
司（
６
・
５
）

▽
川
崎

潮
田
智
信（
６
・
５
）

▽
川
越

中
原
秀
久（
６
・
５
）

▽
東
松
山

榎
本

栄（
６
・
５
）

▼
副
議
長

▽
平
塚

鈴
木
晴
男（
５
・
１９
）

▽
矢
板

守
田
浩
樹（
５
・
１９
）

▽
北
本

加
藤
勝
明（
５
・
１９
）

▽
名
古
屋

伊
神
邦
彦（
５
・
１９
）

▽
熊
野

下
田
克
彦（
５
・
１９
）

▽
岐
阜

中
尾
年
春（
５
・
１９
）

▽
中
津
川

今
井

誠（
５
・
１９
）

▽
寝
屋
川

広
瀬
慶
輔（
５
・
１９
）

▽
門
真

山
本

純（
５
・
１９
）

▽
京
都

安
孫
子
和
子（
５
・
１９
）

▽
伊
丹

川
上
八
郎（
５
・
１９
）

▽
大
館

仲
沢
誠
也（
５
・
２０
）

▽
福
島

須
貝
昌
弘（
５
・
２０
）

▽
藤
沢

橋
本
美
知
子（
５
・
２０
）

▽
相
模
原

菅
原
康
行（
５
・
２０
）

▽
牛
久

石
原
幸
雄（
５
・
２０
）

▽
飯
能

砂
長
恒
夫（
５
・
２０
）

▽
西
尾

田
中

弘（
５
・
２０
）

▽
池
田

川
西
二
郎（
５
・
２０
）

▽
高
槻

三
本

登（
５
・
２０
）

▽
守
口

作
田
芳
隆（
５
・
２０
）

▽
枚
方

西
田
政
充（
５
・
２０
）

▽
八
尾

田
中
裕
子（
５
・
２０
）

▽
岡
山

伏
見
源
十
郎（
５
・
２０
）

▽
荒
尾

百
田
才
太（
５
・
２０
）

▽
札
幌

宮
村
素
子（
５
・
２１
）

▽
新
潟

佐
藤
幸
雄（
５
・
２１
）

▽
真
岡

布
施

實（
５
・
２１
）

▽
伊
勢
崎

吉
山

勇（
５
・
２１
）

▽
堺

高
岡
武
汪（
５
・
２１
）

▽
泉
佐
野

奥
野
英
雄（
５
・
２１
）

▽
高
石

松
尾
京
子（
５
・
２１
）

▽
福
知
山

仲
林
清
貴（
５
・
２１
）

▽
宇
治

水
谷

修（
５
・
２１
）

▽
宝
塚

石
倉
加
代
子（
５
・
２１
）

▽
笠
岡

森
岡
聰
子（
５
・
２１
）

▽
宇
部

兼
広
三
朗（
５
・
２１
）

▽
坂
出

植
條
敬
介（
５
・
２１
）

▽
豊
中

中
蔵

功（
５
・
２２
）

▽
貝
塚

森
美
佐
子（
５
・
２２
）

▽
藤
井
寺

花
岡
信
子（
５
・
２２
）

▽
新
宿

小
松
政
子（
５
・
２５
）

▽
浜
松

立
石
光
雄（
５
・
２５
）

▽
田
辺

塚

寿
雄（
５
・
２５
）

▽
筑
紫
野

尾
野
正
義（
５
・
２５
）

▽
東
大
和

尾
崎
信
夫（
５
・
２６
）

▽
江
東

柴
田
幸
雄（
５
・
２６
）

▽
目
黒

鴨
志
田
リ
エ（
５
・
２６
）

▽
北

小
池
た
く
み（
５
・
２６
）

▽
江
戸
川

田
中
淳
子（
５
・
２６
）

▽
善
通
寺
長
谷
部
一
成（
５
・
２６
）

▽
大
津

堀
井
幸
男（
５
・
２８
）

▽
中
央

植
原
恭
子（
５
・
２９
）

▽
渋
谷

古
川
斗
記
男（
５
・
２９
）

▽
杉
並

島
田
敏
光（
５
・
２９
）

▽
足
立
き
じ
ま
て
る
い（
５
・
２９
）

▽
横
浜

松
本

敏（
５
・
２９
）

▽
小
田
原

井
原
義
雄（
５
・
２９
）

▽
春
日
部

鳴
島

武（
５
・
２９
）

▽
越
谷

白
川
秀
嗣（
５
・
２９
）

▽
�
田

加
藤
昭
司（
５
・
２９
）

▽
栗
東

池
田
久
代（
５
・
２９
）

▽
橋
本

中
本
正
人（
５
・
２９
）

▽
大
牟
田

小
野

晃（
５
・
２９
）

▽
東
村
山

鈴
木
忠
文（
５
・
３０
）

▽
秋
田

鈴
木
忠
夫（
６
・
１
）

▽
調
布

漁

郡
司（
６
・
１
）

▽
知
多

向
山
孝
史（
６
・
１
）

▽
本
庄

広
瀬
伸
一（
６
・
２
）

▽
深
谷

三
田
部
恒
明（
６
・
２
）

▽
吹
田

神
保
義
博（
６
・
２
）

▽
加
西

繁
田

基（
６
・
２
）

▽
大
阪

奥
野
正
美（
６
・
３
）

▽
喜
多
方
齋
藤
勘
一
郎（
６
・
４
）

▽
清
瀬

久
世
清
美（
６
・
４
）

▽
鎌
ケ
谷

土
屋
裕
彦（
６
・
４
）

▽
富
里

猪
狩
一
郎（
６
・
４
）

▽
西
予

菊
地
ミ
ス
ギ（
６
・
４
）

▽
日
置

佐
藤
彰
矩（
６
・
４
）

▽
武
蔵
野
田
辺
あ
き
子（
６
・
５
）

▽
川
崎

嶋
崎
嘉
夫（
６
・
５
）

▽
川
越

新
井
金
作（
６
・
５
）

▽
東
松
山
吉
田
英
三
郎（
６
・
５
）

▼
事
務
局
長

▽
水
戸

飯
田
克
雄（
４
・
１
）

堀
口
勝
司
氏
（
本
庄
市
議
会
議

長
）７

月
１０
日
、
急
性
心
筋
梗
塞
に

よ
り
逝
去
。
７１
歳
。
葬
儀
は
７
月

１２
日
、
本
庄
市
内
で
執
り
行
わ
れ

た
。
喪
主
は
長
女
、
堀
口
伊
代
子

さ
ん
。

山
口
県
防
府
市
に

災災
害害
救救
助助
法法
がが
適適
用用

７
月
２１
日
に
降
り
注
い
だ
大
雨

の
影
響
に
よ
り
、
山
口
県
防
府
市

で
は
多
数
の
住
民
が
被
害
を
受
け

た
ほ
か
、
今
後
も
災
害
の
発
生
が

懸
念
さ
れ
て
い
る
。
住
民
は
避
難

し
、
継
続
的
に
救
助
を
必
要
と
す

る
事
態
に
陥
っ
た
。

こ
の
た
め
山
口
県
は
、
災
害
救

助
法
を
７
月
２１
日
か
ら
防
府
市
へ

適
用
し
、
住
民
に
対
し
て
必
要
な

措
置
を
講
じ
る
こ
と
と
し
た
。

議議
会会
人人
事事

（３） 平成２１年７月２５日 第１７３１号（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報
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行行
事事
予予
定定

全
国
公
営
交
通
事
業
都
市
議
長

会
（
会
長
�
松
井
久
美
子
・
明
石

市
議
会
議
長
）
は
７
月
１６
日
、
東

京
・
全
国
都
市
会
館
で
第
７６
回
総

会
を
開
き
要
望
を
ま
と
め
た
。
要

望
の
柱
は
「
経
営
基
盤
の
強
化
」

「
地
域
住
民
の
バ
ス
路
線
維
持
及

び
生
活
交
通
確
保
」
な
ど
。

要
望
事
項
の
実
現
を
図
る
た
め

翌
１７
日
、
松
井
会
長
は
、
柳
谷
昭

次
郎
・
副
会
長
（
苫
小
牧
市
議
会

議
長
）、
岡
本
�
行
・
副
会
長（
伊

丹
市
議
会
議
長
）
と
と
も
に
、
谷

口
和
史
・
国
土
交
通
大
臣
政
務
官

ら
に
面
談
。
市
の
一
般
会
計
か

ら
、
多
額
の
繰
り
入
れ
を
余
儀
な

く
さ
れ
て
い
る
公
営
交
通
事
業
に

対
し
、
配
慮
を
求
め
た
。

路
面
電
車
や
バ
ス
な
ど
、
市
民

の
足
と
し
て
欠
か
せ
な
い
公
営
交

通
事
業
が
、
厳
し
い
経
営
状
況
に

陥
っ
た
時
期
は
昭
和
４０
年
代
に
ま

で
遡
る
。
路
面
電
車
事
業
で
は
、

４１
年
度
に
全
事
業
が
赤
字
化
。
バ

ス
事
業
も
４０
年
代
後
半
以
降
、
バ

ス
離
れ
が
加
速
化
し
、
困
難
な
経

営
を
強
い
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
高
齢
者
や
身
体
に
障

害
を
抱
え
る
者
な
ど
交
通
弱
者
に

と
っ
て
公
営
交
通
路
線
は
、
ま
さ

に
生
命
線
。
民
間
事
業
者
は
採
算

性
の
み
に
徹
す
る
こ
と
が
可
能
だ

が
、
自
治
体
は
市
民
に
と
っ
て
必

要
で
あ
れ
ば
、
不
採
算
が
見
込
ま

れ
て
も
撤
退
で
き
な
い
。
自
治
体

の
経
営
努
力
だ
け
で
は
解
決
し
得

な
い
問
題
な
だ
け
に
、
国
に
よ
る

抜
本
的
解
決
が
望
ま
れ
る
。

な
お
、
総
会
で
は
、
総
務
省
の

井
上
宜
也
・
公
営
企
業
経
営
企
画

室
長
、
国
土
交
通
省
の
黒
須
卓
・

地
域
交
通
政
策
企
画
官
が
、
所
管

事
項
に
つ
い
て
説
明
し
た
。

栃栃
木木
県県
のの
巻巻

「
日
光
に
は
行
っ
た
こ
と
が
あ

る
け
ど
、
栃
木
は
行
っ
た
こ
と
が

な
い
」
と
言
う
人
が
少
な
く
な
い

と
、
知
事
が
嘆
く
ほ
ど
、
知
名
度

・
認
知
度
の
薄
い
栃
木
県
。
日
経

リ
サ
ー
チ
が
行
っ
た
地
域
ブ
ラ
ン

ド
調
査
で
は
４７
位
と
、
全
国
最
下

位
と
い
う
残
念
な
結
果
ま
で
出
て

し
ま
っ
た
。

し
か
し
、
フ
タ
を
開
け
て
、
よ

く
よ
く
の
ぞ
い
て
み
る
と
、
面
積

は
関
東
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
、
い
ち
ご

や
か
ん
び
ょ
う
の
生
産
は
ダ
ン
ト

ツ
１
位
、
世
界
遺
産
・
日
光
東
照

宮
や
那
須
に
は
御
用
邸
ま
で
あ
る

な
ど
、
な
か
な
か
あ
な
ど
れ
な
い

実
力
県
な
の
だ
。
牛
の
数
も
多

く
、
土
地
の
広
さ
と
規
模
の
大
き

さ
で
１
位
は
北
海
道
に
譲
る
と
し

て
も
、
本
州
で
は
近
年
生
乳
生
産

は
ト
ッ
プ
を
キ
ー
プ
し
て
い
る
の

だ
。
牧
場
も
多
く
、
ア
イ
ス
ク
リ

ー
ム
も
お
い
し
い
。

影
が
薄
い
と
言
わ
れ
る
栃
木
だ

が
、
全
国
区
の
ブ
ラ
ン
ド
と
い
え

ば
、
な
ん
と
い
っ
て
も
餃
子
だ
ろ

う
。
宇
都
宮
餃
子
は
、
そ
の
昔
の

札
幌
�
ラ
ー
メ
ン
に
肉
薄
す
る
く

ら
い
定
着
し
て
き
て
い
る
。
し
か

し
、
こ
れ
は
い
わ
ば
、
町
お
こ
し

的
な
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
の
成
功
例

で
、
実
際
に
は
そ
れ
ほ
ど
日
常
食

で
は
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
、
栃
木

の
隠
れ
た
名
物
は
、
焼
き
そ
ば
な

の
だ
。

宇
都
宮
の
餃
子
、
佐
野
の
ラ
ー

メ
ン
の
よ
う
な
エ
リ
ア
限
定
で
は

な
く
、
全
県
く
ま
な
く
焼
き
そ
ば

屋
が
多
い
の
が
特
徴
だ
。
大
き
く

分
け
て
、
県
南
エ
リ
ア
が
じ
ゃ
が

い
も
入
り
焼
き
そ
ば
、
県
央
エ
リ

ア
が
ソ
ー
ス
味
の
宇
都
宮
焼
き
そ

ば
、
そ
し
て
県
北
エ
リ
ア
は
、
ス

ー
プ
入
り
焼
き
そ
ば
、
と
い
っ
た

よ
う
に
地
域
ご
と
に
ス
タ
イ
ル
が

変
わ
る
の
が
お
も
し
ろ
い
。

ま
た
、
県
南
を
中
心
に
盛
ん
な

の
が
い
も
フ
ラ
イ
。
ゆ
で
た
じ
ゃ

が
い
も
を
４
つ
に
切
っ
て
、
小
麦

粉
、
卵
、
パ
ン
粉
を
つ
け
て
揚
げ

た
も
の
で
、
「
ポ
テ
ト
フ
ラ
イ
」

「
ポ
テ
ト
」
「
い
も
串
」
と
い
う

名
前
で
も
、
知
ら
れ
て
い
る
。

最
近
、
メ
キ
メ
キ
と
知
名
度
を

上
げ
て
い
る
の
は
、
レ
モ
ン
牛
乳

だ
。
黄
色
の
レ
モ
ン
味
の
甘
い
乳

飲
料
。
一
時
、
メ
ー
カ
ー
の
廃
業

で
姿
を
消
し
た
こ
と
が
あ
っ
た

が
、
「
も
う
一
度
飲
み
た
い
」
と

い
う
ユ
ー
ザ
ー
の
熱
い
声
に
応
え

て
、
他
の
企
業
が
継
承
し
て
晴
れ

て
復
活
！
今
で
は
生
産
す
る
メ
ー

カ
ー
も
増
え
、
駅
の
売
店
で
も
堂

々
と
目
立
つ
と
こ
ろ
に
鎮
座
す
る

よ
う
に
な
っ
た
、
古
く
て
新
し
い

栃
木
の
味
だ
。

▽
８
月
２４
日

全
国
市
議
会
議
長

会
�
正
副
会
長
会
議
（
午
後
４

時
、
宇
都
宮
市
）

▽
９
月
１
日

全
国
市
議
会
議
長

会
�
役
員
市
事
務
局
長
会
議
（
午

後
２
時
半
、
全
国
都
市
会
館
）

各市のニュースを募集

「全国市議会旬報」では、各市のニュ

ースを募集しています。

全国の自治体の中でも先進的な取り組

み、ユニークな条例、自慢のイベント、

地域のお祭りなど、お寄せいただく情報

のジャンルは問いません。

ご提供いただいた情報につきまして

は、本紙編集担当職員が記事を作成し、

議会ニュースあるいは市政ニュースとし

て紙面で紹介いたします。

本紙をＰＲの場として活用されてみて

はいかがでしょうか。

（問合せ先）

全国市議会議長会 調査広報部

旬報担当 松下・塩田まで �０３（３２６２）２３０９

公公
営営
交交
通通
議議
長長
会会
がが
総総
会会

要
望
ま
と
め
関
係
各
方
面
へ

日
本
全
国「
ご
当
地
の
ヒ
ミ
ツ
」

《３》

フ
リ
ー
ラ
イ
タ
ー

永
浜
敬
子

谷
口
政
務
官（
左
か
ら
２
人
目
）

と
面
談
す
る
実
行
運
動
班

時の話題

総
会
で
あ
い
さ
つ
す
る
松
井
会
長

右
は
講
師
の
井
上
室
長（
総
務
省
）
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